
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ポイント制度がはじまります 

ポイント対象 

４月１日から 

次の事業に参加するとポイントを獲得できます。 

No 

１ 

２ 

３ 

４ 

５ 

６ 

７ 

８ 

９ 

10 

対象となる事業 

定時総会参加（出席） 

定時総会参加（議決権行使書・委任状提出） 

奉仕作業参加 

研修会・講習会・イベント 参加 

理事、監事、委員会・部会委員、職域班長（就任兼任除く１年当たり） 

会員紹介（入会必須） 

就業開拓（新規顧客紹介・事業完了） 

就業開拓（新規就業先紹介・3か月以上継続事業実施） 

サークル設立 

その他、センターが認めるもの 

ポイント数 

200 

100 

200 

100 

100 

1000 

100 

300 

200 

内容による 

交換できる特典 

特典（交換品目） 

クラウンメロン 

紅ほっぺ・きらぴ香（冬季期間のみ） 

杏林堂・遠鉄ストア・ピアゴ商品券（千円分） 

地元産コメ（１㎏） 

杏林堂・遠鉄ストア 商品券（500 円分） 

袋井市・森町指定ごみ袋 

必要ポイント 

3000 

2000 

1000 

600 

500 

300 

No 

１ 

２ 

３ 

４ 

５ 

６ 

●Smile to Smile の会員証画面で獲得ポイントが確認できます。 

●いきがい発行時(８月、１月)全員に獲得ポイント数を通知します。 

●特典との交換は 9 月と 2 月または、退会時に「ポイント交換申請書」

をセンターに提出してください。 

●交換品目の準備ができましたら、センターから連絡します。 

  

 

ポイントの確認と交換方法 

ポイントは 
退会するまで有効 

３.27 金～５.８金 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ポイント制度 愛称募集 応募用紙 

持込/ＦＡＸ ０５３８－４３－７１３３  

ふりがな 

応募する愛称 

 

愛称の説明（理由・意味など） 

 

●各事務所へお持ちいただくか、FAX、メールでお申し込みください。 

●ＬＩＮＥで記入した内容を写真で送付いただくこともできます。 

●応募用紙１枚につき、１点の応募とします。何点でも応募できます。 

●応募した愛称の一切の権利はセンターに帰属します。 

●愛称の採用にあたっては、一部を修正・補正して使用する場合があります。 

（ふりがな） 

 

応募者氏名 

 

会員番号 

        

ご住所 

 

連絡先     電話番号 

        メールアドレス 

 


